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開設時間　火～木曜日…10時～15時30分(受け付けは15時まで)
　　　　　土・日曜日…10時～16時30分(受け付けは16時まで)

マイナンバーカードの申請
　出張窓口での受け付けに限り、無料で顔写真の
撮影を行います。必要なものを持参していただく
と、カードは後日郵送(本人限定受取郵便)します。
マイナポイントの申し込み支援
　既にマイナンバーカードを作成済みの人で、ス
マートフォンやパソコンの操作が苦手な人を対象
にマイナポイントの申し込み支援を行います。

マイナンバーカードの申請の場合
●顔写真(縦4.5㎝×横3.5㎝)　※顔写真がない場合
　は当日無料で撮影します。
●個人番号カード交付申請書
●通知カード(または個人番号通知書)
●住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
●本人確認書類(以下のいずれか)
　●公的機関の発行する顔写真付きのもの１点…
　　運転免許証、パスポート、在留カード、住民
　　基本台帳カードなど
　●顔写真のないもの２点…健康保険証、年金手
　　帳、介護保険被保険者証、母子手帳、福祉医
　　療費受給資格者証、学生証、社員証など

　津市では消毒液の設置、検温、仕切り板の設置などの感染防止対策を実施し、出張窓口を開設しま
す。出張窓口へお越しの際は、感染拡大防止にご協力ください。

※本人確認書類は有効期限内のもので「氏名、生年
　月日」または「氏名、住所」が記載されている
　ものに限ります。
※書類が不足している場合は申請サポートを行い
　ます。申請サポートの場合、カード発行後(１カ
　月程度)に市役所での受け取りとなります。
マイナポイントの申し込み支援の場合
●マイナンバーカード
●暗証番号(４桁の数字)　
●キャッシュレス決済のＩＤおよびセキュ
　リティコード
●口座情報の分かるもの(公金受取口座
　登録をする人のみ)

●以下の人は来場を見合わせてください。
　・発熱や咳など感染が疑われる症状がある人
　・海外から入国後の自宅待機期間が終了して
　いない人
　・高齢者や基礎疾患を持つ人で感染リスクが
　心配される人

来場に当たってのお願い
●必ずマスクを持参し、常時着用してください。
●受付時の検温にご協力ください。
●入場記録票を記載してください。
●備え付けのアルコール消毒液で手指を消毒し
てください。
●会場での飲食は控えてください。

　マイナンバーカード申請にあ
たり市内に事業所を有する企業
や市内で活動する団体等の指定
する場所に市職員が赴き、一括
して申請受付を行う出張申請受
付を実施しています。受付時に本人確認を行うた
め、カードは郵送で受け取ることができます。
　申し込み方法など、詳しくは市民課までお問い
合わせください。
対　象　市内に事業所を有する企業や市内で活動
　する団体で５人以上集まる場合

※日程は変更となる場合があります。詳しくは津市ホームページをご覧いただくか、市民課までお問い合わせください。

手続きに必要なもの

出張窓口でできること

　マイナポイントとは、マイナンバーカードの普及
の促進と、消費の喚起や生活の質の向上につなげる
ため、マイナンバーカードを活用して幅広いサービ
スや商品の購入などに利用できるマイナポイント(１
人当たり最大２万円相当)を付与するものです。
　現在マイナポイント(第２弾)の申し込みを受け付
けています。新規取得のほかにも健康保険証利用登
録と公金受取口座登録を行うとさらにポイントが付
与されます。マイナポイント(第２弾)の対象などは
右表のとおりです。
　ポイント付与の対象となるマイナンバーカードの
申請期限は９月30日(金)まで、マイナポイ
ント(第２弾)の申込期限は来年２月28日
(火)までです。詳しくは総務省のホーム
ページをご確認ください。

マイナポイント(第２弾)について

　マイナンバーカード普及促進に係る取り組みの一環として、お出かけついでに気軽にマイナンバー
カードの申請などができる出張窓口を実施します。また、マイナポイント事業(第２弾)の申し込み支
援も実施します。詳しいスケジュールは裏面でご確認ください。

マイナンバーカードを取得
した人のうちこれまでにマ
イナポイントの付与を受け
ていない人

対　象 付与されるポイント

マイナンバーカードの健康
保険証としての利用を申し
込んだ人

公金受取口座を登録した人 7,500円分

7,500円分

最大5,000円分
※チャージやお買い物で
消費した額(最大２万円)の
25％分のポイントが付与
されます。
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